
  Ⅲ  経理制度の概要 
 
  １ 企業会計原則に準拠した財務会計制度 
 
   ① 発生主義会計 
 
    ・ 公団は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに 
     収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。（財会省令第２条） 
 
   ② 会計原則の遵守 
 
    ・ 公団の会計は、次の各号の原則に適合するものでなければならない。（会計規程第３条） 
 
     一 財政状態及び経営成績に関して、真実の内容を明瞭に表示すること｡(真実明瞭性の原則） 
     二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な記帳整理をすること｡(正規の 
      簿記の原則・複式簿記の採用） 
     三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別して経理すること｡(資本取引・損益取引区分の原則） 
     四 会計処理の原則及び手続きを毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと｡(継続 
      性の原則） 
 
   ③ 財務諸表等の作成 
 
    ・ 公団の決算は、運営委員会の議決を経なければならない｡(公団法第９条） 
      ただし、平成 16 事業年度決算には適用されない。(独立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法

律第 100 号。以下「機構法」という。）附則第４条第６項) 
 
    ・ 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の７月 31 日までに完結しなければならない｡(公団法第 52  

条)  
      ただし、平成 16 事業年度決算の完結の期限は、公団解散の日の翌日から起算して４月を経過し

た日とする。(機構法附則第４条第５項) 
 
    ・ 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後１月以内に 
     国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。（公団法第 53 条） 
 

財務諸表等作成の目的・記載事項 
（財会省令第２条、第３条、第４条、第５条、会計規程第７条） 
 
〇 財産目録                財産状態を明らかにするため 
〇 貸借対照表 (B/S)        財政状態を明らかにするため 
〇 損益計算書 (P/L)        経営成績を明らかにするため 
〇 事業報告書              財務諸表の記載を補足するため 
〇 附属明細書              財務諸表の記載を補足するため 

 
   ④ 財務内容等の公開 
 

・ 公団は、国土交通大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、 
     財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて 
     置き、国土交通省令で定める期間（５年間）、一般の閲覧に供しなければならない。（公団法 
     第 53 条） 
 
    ・ 公開資料の閲覧が可能な場所 
      一 独立行政法人都市再生機構各事務所 ５４箇所（裏表紙参照） 
      二 総務省特殊法人資料閲覧室（千代田区霞が関･中央合同庁舎第２号館１階玄関ロビー） 
 
      なお、独立行政法人都市再生機構ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（ http://www.ur-net.go.jp/ )にも掲載している。 
 
   ２ 国土交通大臣の認可を受けた予算制度 
 
   ・ 公団の予算、事業計画及び資金計画は、運営委員会の議決を経なければならない｡(公団法第９条)  
 

・ 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通
大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする｡(公団法第 51 条) 
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   ① 予  算 
 
     予算は、事業計画に定められた事業目的を達成するために必要な金額を見積もったものであり、
    その構成は、次の二つ及び借入金等の財務関係予算に大別される。 
    イ 都市機能更新、都市整備、居住環境整備、土地有効利用、防災公園街区整備、公園整備及び 
     鉄道建設のための建設部門予算 
    ロ 建設完了後の敷地、宅地、施設、住宅、公園及び鉄道を管理するための管理部門予算 
     予算の内容は、財会省令（第８条）において「予算総則及び収入支出予算」と規定されている。 
 
                （主なもの） 

          ・ 収入及び支出予算の総額 
予算総則      ・ 債務を負担することができる事項、限度額及び年限（債務負担行為限度額） 

          ・ 公団が借入れ又は発行することができる長期借入金又は債券の限度額 
 

  ・ 国及び地方公共団体からの出資金 
・ 国からの住宅建設費補助金及び政府補給金 
・ 国及び地方公共団体からの事業費補助金 
・ 国及び民間からの借入金 

収入予算      ・ 都市基盤整備債券及び特別住宅債券の発行による収入 
・ 家賃収入 
・ 敷地、宅地、施設、住宅等の分譲代金収入 
・ 公園施設の賃貸等収入 
・ 受託業務収入 

           ※ 収入予算は、当該年度の支出を賄うための財源を性質別に見積ったものである。 
 

・ 給与関係諸費 
・ 都市機能更新事業費、都市整備事業費、居住環境整備事業費、土地有効利用 
事業費、防災公園街区整備事業費、公園建設費 

支出予算      ・ 市街地整備改善管理費、賃貸住宅管理費、公園管理費、分譲住宅特別管理費 
・ 受託業務費 
・ 借入金及債券償還 
・ 出資及貸付金 
・ 利子及債券発行諸費 

           ※ 支出予算は、事業を達成するために必要な経費を事業目的別に見積った支出の 
            限度額である。 
 
   ② 事業計画 
 
     事業計画は、当該事業年度における事業の計画内容を事業量と事業費（直接建設費ベースで当 
    該年度の契約権能額）で表したものである。 
     財会省令（第 16 条）において、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない旨規定 
    されている。 

・ 建築物の敷地の整備及び宅地の造成 
・ 市街地開発事業 
・ 賃貸住宅の建設 

事業計画      ・ 施設の整備 
・ 建築物の敷地、宅地、賃貸住宅及び施設の管理及び譲渡 
・ 公園の整備及び管理 
・ その他必要な事項 

 
   ③ 資金計画 
 
     資金計画は、収入予算額、支出予算額等に基づき、受払いを予定される資金量を見積もったも 
    のであり、財会省令（第 16 条）において、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならな 
    い旨規定されている。 
 

・ 資金の調達方法 
資金計画      ・ 資金の使途 

・ その他必要な事項 
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  ３ 監査等体制の充実 
 
    当公団の業務の執行状況については、国土交通省や総務省から業務執行上の手続き等を中心とし 
   て、監督や指導を受けるほか、会計検査院の書面及び実地による検査、国土交通大臣の任命した監 
   事による監査を受けている。 
 
 

会 計 検 査 院 会 計 検 査

（会計検査院法第 22 条第 5 号）

税 務 調 査

（消費税法、所得税法等）

 

運
営
委
員
会
の
予
算
等
議
決

決
算
の
国
土
交
通
大
臣
承
認

 

予
算
等
の
国
土
交
通
大
臣
認
可

総務省行政監察(国土交通省へ勧告）

国土交通省特別監察(公団へ意見)

監 事 監 査

 公団事業執行  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ⅳ  公団経理の特色 
 
 
  １ 区分経理の採用 
 
    公団の経理については、次のとおり勘定を設けて整理（区分経理）しなければならない旨、公団 
   法及び財会省令において規定されている。 
 
 

 ・

 ・

定 定

公

団

の

経

理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ２ 利益処分の
 
    損益計算に
 
   〔公団法第
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

利益発生
都市基盤整備勘
公団法附則第 11 条 

B/S、P/L とも区分 

定 

定

定

 ・財会省令第３条第６項 

 ・P/L のみを内訳として区分 

 ・財会省令附則第３条 

 ・P/L のみを内訳として区分 定
鉄 道 勘
法定化 

おいて利益が生じた場合の措

54 条〕都市基盤整備勘定 

                        残

①欠損金補填

 

市街地整備改善勘
賃 貸 住 宅 勘
公 園 勘
分譲住宅特別勘
置（利益処分）は、公団法で規定されている。 

余                残余 
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・ 政令で定める手続きに 

 基づいて国庫等に納付 

③国庫等納付 ② 積 立 金

・ 政令で定める基準によ

 り計算した額を積立金 

 として整理(資本金の 

 1/2 に相当する額まで 

 積立) 



   ３ 公団事業の仕組みに立脚した経理処理 （「重要な会計方針等」(P65～67､77) を参照） 
 
 

・ 公団の損益計算では、期間損益収支の適合状況を明示するため、個々の会計処理においては、 
 費用収益対応の原則等企業会計原則の趣旨を踏まえた上で、公団事業の仕組みに立脚した経理処理 

    を採用している。 
 
 
    ① 平成９年度以前着手済分の賃貸住宅建物に係る減価償却方法として償却基金法を採用 
 
     公団の賃貸住宅に係る建設原価の回収については、これまで、70 年間の元利均等償還方法によ 
    ることとしているが、当該償還方法に基づく毎期の建設原価の回収は、一定の数理に基づき計画 
    的、規則的に行われている。 
     償却基金法は、この償還方法に依拠して建設原価を各事業年度に配分する減価償却方法であり、
    当償却方法を採ることにより、費用収益の対応を適切に図り得ることとなる。 
     なお、当償却方法は、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」（昭和 35 年 
    ６月 22 日大蔵省企業会計審議会）においても正規の減価償却方法として認められている。 
 
 

  賃貸住宅建物の減価償却方法については、旧住宅・都市整備公団の当初において、定額
法を採用し、併せて、家賃として毎期回収する建設原価を超える額を繰延資産に計上して
いたところであるが、昭和 59 年、総務庁から、企業会計原則の基準に沿い会計処理の適正
化を図るよう勧告がなされた。 
公団においては、当該勧告を踏まえて設置した、学識経験者等からなる「住宅・都市整

備公団の財務会計制度に関する研究会」から、昭和 61 年３月に「賃貸住宅の減価償却につ
いては、『償却基金法』の採用が望ましい。」との報告を得たため、この報告を受けて、
昭和 61 年度決算から、償却基金法により減価償却を実施することとした。 

 
 
 

[ 概念図 ] 
 
   元利均等償還方法による建設原価回収額  
            ＝ 
   償却基金法による減価償却費計上額  
 
 
 
 
 
 
 

           0                            70(年) 
 

※ 平成 10 年度以降に新規に事業着手された賃貸住宅に係る建設原価の回収については、借入 
  金の早期償還を図る観点から、７０年間の元金均等償還方法によることとしたところであり、 

      この償還方法に依拠して建設原価を各事業年度に配分する減価償却方法として、定額法を採 
       用したところである。 
 
 
 
     ② 繰延資産の処理 
 
 
    イ 傾斜制度住宅管理費繰延 
 
      ○賃貸住宅、特定賃貸住宅及び分譲住宅等に係る家賃等の傾斜減額分に対応する費用の繰延 
      ○家賃等の回収額に応じて償却 
 
 
 
     ロ 建替開発費繰延 
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      ○建替事業に伴い用途廃止した賃貸住宅に係る費用（旧建物の未償却残高）の繰延 
       ・ 旧建物の未償却残高は将来の収益獲得に貢献する支出で、家賃等の収入の実現する期に 
        償却して損益計算を行うことが、費用収益の対応を適切に図り得る経理処理 
 

  新技術の採用、新資源の開発、新市場の開拓等の目的をもって支出した金額に
類似した「資産性」を有する費用である。 

 
      ○建替後住宅の家賃等の回収額に応じて償却 
 
 
     ハ 利子収支差額繰延及び建設費補助繰延 
 
      ○賃貸住宅、特定賃貸住宅、分譲住宅及び関連公共施設等に係る利子の収支差損額の繰延 
      ○国からの政府補給金及び住宅建設費補助金の受入時に償却 
 

  平成 13 年度及び平成 14 年度に生じた利子収支差損額については、機構法附則
第 5条の規定に基づき、平成 16 年度から平成 21 年度までの間において、政府が
当機構に対して交付するものとされている。 

 
 

度  
 
 
     
     
 
     
     
     
     
     
 
     

     
 
      
     
     
 
   〔参
 
 

発
生
支
払
利
息

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    〔参
 

 

政府補給金等の制
 賃貸住宅を適正な家賃で供給していく等のため、家賃等から回収すべき金利を政策的 
に借入金利よりも低く設定することにより発生する利子収支差損を補填するもの 

      （例）賃貸高層住宅（平 16.6.30 現在）
         借入金利  1.5 % 
         回収金利 当初 10 年間  0.95% 
              11～20 年間  1.15% 
              21 年目以降  1.30% 

 なお、平成 10 年度以降新規に着手する賃貸住宅については、補給金対象期間(見直し前 70 年) 
の 20 年での打ち切り、低金利時(賃貸高層住宅の場合 3.5%以下)の補給金廃止等、補給金縮減の 
ための抜本的な見直しを行っている。 

 また、上記のほか、従来受入を行っていた住宅建設費補助金（賃貸住宅の建設原価の低廉化 
を図るために、建設期間中の金利を政策的に借入金利より低く設定していることにより発生す 
る利子収支差額の補填）についても、見直しを行い、平成 14 年度より廃止とした。 

考 ①〕 発生支払利息の回収方法 

（回収形態） 　　　　（回収項目等） 　　　（勘定科目）

建
設
期
間
中

　
　
　
の
も
の

管
理
開
始

　
　
以
降
の
も
の

建 設 原 価 へ 算 入

家賃割賦金等の売上高

利子収支差補給金の受入

建 設 利 息

償 却 費 の 利 子 分
地代相当額、割賦利子

政 府 補 給 金

 B/S

　市街地整備改善建設仮勘定

　賃貸住宅建設仮勘定　等

 P/L

　市街地整備改善管理及譲渡

  収入・賃貸住宅管理収入　等

P/L 政 府 補 給 金 収入

利子収支差補給 金の受入 住 宅 建 設 費 補 助 金 P/L 国 庫 補 助 金 収入
　　（住宅建設費補助等）

※点線内については平成14年度より廃止（13年度発生分については、補

助金受入時までの間、繰延資産に計上）している。

考 ②〕 利子に関する助成制度の概念図(ただし平成９年度以前着手済分) 
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       ＜賃貸高層住宅の場合＞      （平成 16 年 6 月 30 日時点） 
 

  
     借入  

償還期間(70 年) 

         1.5%             政府補給金        
                         
                  1.30% 

回収   1.15%  
  
 

0.95%   
 

 
 

 
 

      （家賃の利子相当分） 
    
    
  当初 10 年 11 年～20 年  21 年 ～ 70 年 
    

 
 
 
   ③ 建設期間中の支払利息の原価算入 
 
     事業資産に係る建設期間中の支払利息については、次に掲げる理由により、建設原価に算入し 
    ている。 
 
    イ 公団は財政投融資資金に民間資金を加えた借入金等により、長期の事業を行っており、金利 
     を原価の要素として回収する方が、より確実な投下資金の回収が可能となること。 
 
    ロ 公団の行っている市街地整備改善事業、賃貸住宅建設事業等のように懐妊期間が長期にわた 
          る場合においては、企業会計においても建設期間中の金利を建設原価に算入することが容認さ 
     れており、その方がむしろ費用と収益の合理的な対応関係が確保できること。 
 
 
   ④ 特別法上の引当金等の計上 
 
    イ 分譲価格調整準備金の計上 
 
      整備敷地等の譲渡対価の調整に充てるため、財会省令に基づき、整備敷地等の譲渡対価とし 
     て収入のあった額と当該額に係る取得及び整備に要した費用等との差額を損金処理方式により 
     計上。 
     （敷地、宅地等を市場価格の変動に対応しつつ長期安定的に供給し、収支相償を基本とした事 
      業運営を行うために設置） 
 
    ロ 公租公課準備金の計上 
 
      賃貸住宅の公租公課の支出増に充てるため、財会省令に基づき、賃貸住宅の家賃等の額の設 
     定又は変更に係る増収額の対前事業年度増加額等の一定額と公租公課として支出した額の対前 
     事業年度増加額との差額を損金処理方式により計上。 
     （３年毎に行われる課税標準額の評価替による将来の公租公課の支出増に備えるために設置） 
 
    ハ 賃貸住宅居住性能保全準備金の計上 
 
      賃貸住宅の基礎的居住性能を確保する工事費に充てるため、財会省令に基づき、賃貸住宅の 
     家賃等の額の設定又は変更に係る増収額の一定額等と賃貸住宅居住性能保全工事に要する費用 
     との差額を損金処理方式により計上。 
     （賃貸住宅の基礎的居住性能を確保し、ストックの有効活用を図るために設置） 
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